
新型コロナウイルス感染症に係る児童の出席等について 

以下に記載している全ての欠席については、「出席停止」扱いとなります。 

★①～④に関しては、学校に必ず連絡を入れてください。 

平日の 8：00～18：00までにお願い致します。（長期休業中は８：３０～１７：００まで） 

土日祝日に関しましては、次回登校日にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 記載図に関しては、2月 8日現在のものです。変更する場合もありますが、ご了承ください。 

※ 基礎疾患のある児童の出欠については、主治医の指示に従ってください。何かあれば、学校までご相談ください。 

※ 陽性が確認された児童・生徒の兄弟姉妹が、同じ学校園や保育所等に通っている場合、学校園・保育所または新型

コロナウイルス受診相談センター（072-841-1326）に連絡していただくようお願い致します。 

①児童が陽性 ②同居者が陽性 ④同居者が濃厚接触者 

⑤児童が発熱・風邪症状・体調不良 ⑥同居者が発熱・風邪症状・体調不良 

 

 

保健所や医療機関が指示する期間 

治癒するまで学校は 

欠席してください 

保健所や医療機関が指示する期間

と同様の期間、学校は欠席するよう

ご協力ください 

かかりつけ医や保健所に相談してください 

（学校は欠席するようご協力ください） 

ＰＣＲ検査を受けた場合 自宅で休養する場合 

体調が回復しだい登校可 ①へ 

陰性 陽性 

※検査結果が判明するまで欠席していただくようご協力ください。 

③児童が濃厚接触者 

保健所や医療機関が 

指示する期間 

学校は欠席してください 


